


宇和島地区広域事務組合特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例

宇和島地区広域事務組合特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例（昭和４

８年条例第５号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第２号中「美沼荘」を「光来園、美沼荘」に改める。

第４条の表中光来園の項を次のように改める。

第６条第４項第３号中「市」を削る。

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。

光来園 130人 4人


